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第３章 環境の将来像と計画体系              

 １  環境の将来像と基本目標 

前計画（東松島市第１次環境基本計画）では、「将来の世代に引き継ぐ『市民一人ひと

りが創る美しい自然環境と循環型の地域社会』」を環境に関する将来像として、様々な環

境問題等への取組みを進めてきました。 

本計画は、前計画を引き継ぐものとして、前計画での取組みや現在の環境の状況を踏

まえ、取り残した課題、また、新たな課題に対応できる計画としていく必要があります。

このため、本計画の環境の将来像及び基本目標を、以下のとおり設定します。 

 

(１) 環境の将来像 

本市は雄大な太平洋に面し、沿岸部の松林や田園の農地、里山、鳴瀬川など誇るべき

豊かな自然があります。特に、「特別名勝松島」は、日本三景のひとつに数えられる、国

内有数の自然景観となっており、本市を代表する自然・観光資源ともなっています。 

市民・事業者・小中学生アンケート結果においても、「暮らしの安全性」「まちの活性

化」とともに、本市の「自然の保全・活用」や「美しい景観」を活かしたまちづくりが

望まれています。 

また、震災後、本市では、一歩先をゆく復興まちづくりに向け、「環境未来都市構想」

を掲げ、太陽光やバイオマスなどの再生可能エネルギーを活用した地域エネルギーシス

テムの構築に取り組み、環境にやさしい都市の先進地としてまちづくりを推進してきま

した。 

こうした背景及び前計画を踏まえ、本市の環境の将来像を、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

環境の将来像 

「誰もが安心して暮らせる自然豊かな環境未来都市」 

～市民一人ひとりが創る持続可能な社会の形成～ 
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(2) 基本目標 

環境の将来像を実現するため、以下の５つの基本目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境の将来像 

「誰もが安心して暮らせる自然豊かな環境未来都市」 

～市民一人ひとりが創る持続可能な社会の形成～ 

基本目標１ 自然を守り、動植物を愛しみ、育てます 

◆人々の暮らしに配慮しつつ、風光明媚な自然や景観を保全・再生す

るとともに、本市に生息する動植物の保護に取り組みます。 

◆本市を代表する自然や景観資源の利活用に取り組みます。 

基本目標２ 暮らしやすい安全な生活環境を守ります 

◆大気汚染や悪臭、騒音・振動、水質汚濁などの環境への負荷を低減

し、誰もが安心安全に生活できる環境の維持に努めます。 

 

基本目標３ 環境にやさしいまちづくりを推進します 

◆地球温暖化対策として、温室効果ガスの排出抑制に関わる取り組み

とあわせ、気候変動の影響に適応できるまちづくりに取り組みます。

◆東日本大震災で顕著化したエネルギー問題については、環境にもや

さしく、災害にも強い自立的・分散型のエネルギー社会の形成に取

り組みます。 

基本目標４ 持続可能な循環型の地域社会を創ります 

◆持続的な循環型社会形成のため、資源・廃棄物の徹底した有効活用

に取り組みます。 

 

基本目標５ 協働で創る環境のまちをめざします 

◆市民・事業者・行政の環境意識を高め、協働による環境まちづくり

を進めるため、市民や事業者などへの環境教育・環境学習・環境情

報の充実、市民などが取組む環境活動への支援などに取り組みます。
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 ２  計画の体系（管理指標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～
市
民
一
人
ひ
と
り
が
創
る
持
続
可
能
な
社
会
の
形
成
～ 

「
誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
自
然
豊
か
な
環
境
未
来
都
市
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基本目標１  

自然を守り、動植物を愛し

み、育てます 

基本目標２ 

暮らしやすい安全な生活

環境を守ります 

 

基本目標３  

環境にやさしいまちづく

りを推進します 

 

基本目標４  

持続可能な循環型の地域

社会を創ります 

基本目標５  

協働で創る環境のまちを

めざします 

○自然環境に関する市民の満足度 

 

【将来像】 【基本目標】

○環境基準の達成度 

○住宅地の排水対策に関する市民の満足度 

○生活排水処理人口普及率 

○航空機騒音に対する市民満足度 

○省エネルギーに取り組む市民の割合 

○公共交通機関に関する市民の満足度 

○都市計画や街並みに関する市民満足度 

○公園等に関する地域まちづくり交付金の交

付施設率 

○1 人 1 日あたりのごみの排出量 

○市内から出るごみのリサイクル率 

 

○情報公開や広聴に関する満足度 

 

【管理指標】 



56 

 3  計画の体系（具体的施策） 

 

基本目標 施策の方向・具体的施策 

基本目標１  

自然を守り、

動植物を愛し

み、育てます 

１. 自然環境を保全・再生・活用します 

○自然環境や自然景観の保全・再生に努め、活用します。   

○都市計画などの整備には、自然環境や景観に配慮します。 

○特別名勝松島としての景観保全・再生に努め、観光資源としての活用を図ります。 

2. 森林、農地、海域、河川を保全します 

○森林などの保全・育成、適正な管理を推進します。  

○被災した農地の復旧を図るとともに、農地の適正な管理を推進します。 

○海域・河川の環境の保全・浄化、養殖業の適正管理を推進します。 

3. 動植物の保護に努めます 

○自然の動植物の把握、保護に努めます。 ○生物の生息環境の保護・保全に努めます。  

○保護団体等との情報共有に努めます。 

基本目標２ 

暮らしやすい

安全な生活環

境を守ります 

1. 恵み豊かな水環境を守ります 

○公共用水域の保全に努めます。 ○水質汚濁防止対策を推進します。 

2. 騒音が少ないまちづくりに努めます 

○航空機騒音対策を推進します。 ○自動車騒音対策を推進します。  

○家庭や工場・事業所等からの騒音・振動対策を推進します。 

3. きれいで安全な大気を守ります 

○大気の保全に努めます。 ○大気汚染物質の排出削減に努めます。 

4. 安全な生活環境を守ります 

○悪臭対策を推進します。 ○安全で活力ある土壌環境の保全に努めます。  

○放射性物質の監視を継続します。 

基本目標３  

環境にやさし

いまちづくり

を推進します 

1. 環境負荷の少ないまちづくりを推進します 

○温室効果ガスの排出抑制を推進します。  ○オゾン層の保護を推進します。 

○自立的・分散型エネルギー社会づくりを推進します。 

2. 身近に良好な自然環境等を創ります 

○生活環境の美化や緑化に努めます。 ○市街地における緑の保全、創出を推進します。 

○歴史的・文化的環境の保全に努めます。 

3. 気候変動の影響に適応できるまちづくりに努めます 

○温暖化によって増える恐れのある災害等への適応に努めます。   

○生態系や人間社会への適応に努めます。 ○健康被害に対する適応に努めます。 

基本目標４ 

持続可能な循

環型の地域社

会を創ります 

1. 持続可能な循環型の地域社会を形成します 

○資源循環型社会の形成を推進します。   

○廃棄物の適正処理を推進します。   

○グリーン購入を推進します。 

基本目標５  

協働で創る環

境のまちをめ

ざします 

1. 環境教育・環境学習・環境情報の充実に努めます 

○小中学生等に対する環境教育の充実を図ります。   

○市民・事業者等の環境学習の充実を図ります。 ○環境情報の共有化を図ります。 

2. 市民などの環境活動の支援・人材育成に努めます 

○市民・事業者・自然保護団体等の環境活動等への支援に努めます。 

○市民・事業者・行政の交流機会づくりに努めます。 


